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は
じ
め
に

『
蒙
求
』は
国
語
の
漢
文
教
育
の
中
で
は
、
故
事
成
語
の
由
来
や
意
味
を
知
り
、

正
し
い
使
い
方
を
身
に
付
け
、
言
語
感
覚
を
豊
か
に
し
た
り
、
中
国
人
の
も
の
の

感
じ
方
・
考
え
方
を
理
解
し
た
り
す
る
た
め
の
重
要
な
教
材
の
一
つ
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
多
く
の
四
字
熟
語
が
『
蒙
求
』
か
ら
出
て
い
る
。（
注
1
）

こ
う
し
た
『
蒙
求
』
に
つ
い
て
、
今
日
見
る
こ
と
が
で
き
る
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

さ

さ

き
こ
う
よ
う

な
版
本
が
、
佐
々
木
向
陽
（
一
八
〇
一
〜
一
八
六
三
年
）
の
『
標
疏
箋
注
蒙
求
校

本
』（
書
名
は
題
簽
に
拠
る
。
詳
細
は
後
述
の
書
誌
参
照
。
本
稿
で
は
「
佐
々
木

標
疏
本
」、「
標
疏
本
」
と
称
す
。「
注
」
は
「
註
」
と
も
書
く
が
本
稿
で
は
引
用

部
分
以
外
は
前
者
を
使
用
す
る
）
で
あ
る
。
同
書
は
江
戸
時
代
の
『
蒙
求
』
注
釈

本
の
一
つ
で
、
幕
末
か
ら
明
治
の
激
動
期
に
教
科
書
と
し
て
非
常
に
流
行
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
そ
の
作
成
意
図
を
記
し
た
「
蒙
求
標
疏
例
言
」（
図
版
1
）

に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
巻
首
の
「
帝
王
世
系
」（
図
版
2
）
と

中
国
全
図
（
図
版
3
）
に
つ
い
て
も
そ
の
存
在
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
標
疏
と

の
関
連
を
含
め
た
調
査
を
行
っ
た
先
行
研
究
は
管
見
す
る
所
見
当
た
ら
な
い
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、「
例
言
」
の
訳
注
を
行
い
、「
帝
王
世
系
」
と
中
国
全
図
に
つ
い

て
関
連
事
項
を
考
察
、
標
疏
本
の
特
徴
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み

た
。

一
、『
蒙
求
』
標
題
と
注
釈
（
徐
注
・
箋
注
・
標
疏
）

り
か
ん

そ
も
そ
も
『
蒙
求
』
三
巻
は
唐
の
李
瀚
著
で
、
天
宝
五
年
（
七
四
六
）
以
前
に

成
立
し
た
。
書
名
は
、『
易
経
』「
童
蒙
求
我
」（
童
蒙
、
我
に
求
む
）に
基
づ
く
。

伝
説
時
代
か
ら
南
北
朝
の
印
象
深
い
人
物
の
物
語
を
記
し
た
初
学
者
用
の
故
事
集

で
あ
る
。
人
名
と
行
跡
を
上
二
文
字
・
下
二
文
字
の
四
文
字（
標
題
）で
一
話（
一

句
）
と
し
、
内
容
の
似
た
二
句
を
一
対
と
し
、
偶
数
句
で
押
韻
、
八
句
ご
と
に
韻

を
変
え
五
九
六
句
を
掲
載
し
て
い
る
。
標
題
に
は
李
瀚
に
よ
る
自
注
が
付
い
て
お

り
、文
豪
の
李
華
が
序
を
、饒
州
刺
史
李
良
が
推
薦
の
表
を
書
き
世
に
広
ま
っ
た
。

じ
ょ
し
こ
う

南
宋
の
一
一
八
九
年
頃
に
は
、
状
元
と
も
な
っ
た
徐
子
光
が
標
題
の
原
話
で
あ
る

正
史
や
小
説
を
要
領
よ
く
ま
と
め
た
「
補
注
」（
本
稿
で
は
「
徐
注
」
と
称
す
）

一



を
付
し
流
行
し
た
。
徐
注
は
李
瀚
の
自
注
に
比
べ
よ
り
多
く
を
正
史
に
依
拠
し
、

標
題
の
人
物
の
伝
記
の
よ
う
な
記
述
と
な
り
歴
史
的
知
識
の
面
が
強
化
さ
れ
た
。

日
本
へ
の
『
蒙
求
』
の
渡
来
は
、『
三
代
実
録
』
に
拠
る
と
元
慶
二
年
（
八
七

八
）
に
陽
成
天
皇
が
貞
保
親
王
に
初
め
て
『
蒙
求
』
を
受
講
さ
せ
た
こ
と
か
ら
、

さ
え
ず

こ
の
年
に
近
い
時
期
と
考
え
ら
れ
、
平
安
時
代
に
は
「
勧
学
院
の
雀
は
蒙
求
を
囀

る
」
と
称
さ
れ
る
程
、
愛
好
さ
れ
た
。
徐
注
本
の
渡
来
は
鎌
倉
末
期
か
南
北
朝
と

の
推
定
も
あ
る
が
、
そ
の
頃
の
写
本
は
ま
だ
見
当
た
ら
な
い
。
文
献
で
確
認
で
き

る
初
見
は
室
町
時
代
で
、『
実
隆
公
記
』
永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
に
菅
原
章
長

が
講
義
し
た
と
し
て
「
蒙
求
講
尺
事
（
中
略
）
章
長
朝
臣
來
臨
、
以
補
注
講
之
」

と
あ
る
。
そ
の
後
、
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
識
語
の
あ
る
清
家
文
庫
本
を
は
じ

め
室
町
末
期
ま
で
に
多
く
の
古
写
本
が
あ
る
。
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
よ
り
活

お

ぜ

ほ
あ
ん

字
印
刷
術
が
輸
入
さ
れ
る
と
、
小
瀬
甫
庵
が
『
徐
状
元
補
注
蒙
求
』
三
巻
を
古
活

字
版
の
ほ
と
ん
ど
最
初
の
も
の
と
し
て
刊
行
し
た
。
古
活
字
版
は
江
戸
時
代
に
覆

刊
さ
れ
、
異
版
と
後
印
本
と
が
刊
行
さ
れ
続
け
た
。
例
え
ば
、
寛
保
元
年
（
一
七

四
一
）
刊
の
服
部
南
郭
『
新
刻
蒙
求
』
は
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）・
安
永
三

年
（
一
七
七
四
）・
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
と
何
版
か
刊
行
が
重
ね
ら
れ
た
。

徐
注
に
よ
り
『
蒙
求
』
は
や
や
難
度
が
高
い
読
み
物
と
し
て
の
性
格
が
強
ま
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。（
注
2
）

南
郭
は
古
文
辞
学
に
傾
倒
し
荻
生
徂
徠
の
門
人
と
な
っ
た

人
物
で
あ
る
。（
注
3
）

お
か
は
っ
く

明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に
な
る
と
岡
白
駒
（
一
六
九
二
〜
一
七
六
七
年
）
が

簡
潔
で
要
領
を
得
た
箋
注
を
施
し
た
本
（
本
稿
で
は
「
岡
箋
注
本
」、「
箋
注
本
」

と
称
す
る
）
を
出
版
し
た
。
岡
白
駒
は
古
注
学
者
で
竜
州
と
号
し
、
中
国
の
俗
語

に
精
通
し
て
い
た
。（
注
4
）

作
成
の
意
図
を
述
べ
た
「
例
言
」（
標
疏
本
で
は
「
例

引
」）
が
『
先
哲
叢
談
』
巻
之
七
（
注
5
）に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
か
ん

せ
ん

南
郭
が
校
刻
す
る
所
の
『
蒙
求
』、
当
時
盛
に
世
に
行
は
る
。
竜
州
、『
箋

ち
ゅ
う

注
』を
作
り
、
乃
ち
以
て
南
郭
を
圧
せ
ん
と
欲
す
る
な
り
。
故
に
其
の
例
言
、

ほ
し
い
ま
ま

て
い
し

恣

に
南
郭
の
校
本
を
詆
訾
し
て
曰
く
、「
旧
本
、
誤
謬
多
し
。
近
歳
の
刻

本
、
改
正
と
称
す
る
も
、
十
に
纔
か
に
一
二
の
み
」と
。
又
曰
く
、「『
蒙
求
』

あ
つ

の
纂
む
る
所
、
正
史
の
外
に
出
づ
る
者
有
り
。
謝
承
が
『
後
漢
書
』、
王
隠

が
『
晋
書
』
の
如
き
、
其
の
事
多
く
『
世
説
』
の
劉
義
慶
が
註
に
見
ゆ
。
新

よ

さ
ん
ら
く

刻
本
、『
世
説
』
の
註
に
据
り
、
旧
本
の
文
を
刪
落
す
。
殊
に
知
ら
ず
、『
世

と

説
』
は
風
旨
を
片
言
隻
語
に
取
る
を
。
故
に
引
証
す
る
所
亦
其
の
要
を
掇
り

其
の
事
を
簡
省
す
。『
蒙
求
』
は
則
ち
事
実
詳
か
な
る
を
主
と
す
。
李
良
の

所
謂
る
注
下
敷
演
す
る
者
、即
ち
是
れ
の
み
。豈
に
刪
落
す
べ
け
ん
や
。今
、

よ

旧
本
に
仍
り
て
之
れ
を
補
ひ
、
以
て
其
の
旧
に
復
す
」
と
。
又
曰
く
、「
新

刻
本
の
考
例
に
云
ふ
、『
文
献
通
考
』文
芸
の
部
、『
蒙
求
』三
巻
を
載
す
と
。

『
文
献
通
考
』を
按
ず
る
に
、
芸
文
の
部
無
し
。
経
籍
考
小
学
の
部
に
、『
蒙

み

ず
さ
ん

求
』
を
載
す
。
是
れ
目
未
だ
其
の
書
を
睹
ず
し
て
、
杜
撰
引
証
す
。
其
の
考

ふ
る
所
も
亦
知
る
べ
き
の
み
」
と
。

こ
こ
で
岡
白
駒
は
、
盛
ん
に
流
行
し
て
い
る
南
郭
の
『
新
刻
蒙
求
』
を
圧
倒
し
よ

う
と
し
、
そ
の
不
備
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
新
刻
蒙
求
』
は
、
箋
注
本

が
刊
行
さ
れ
る
と
岡
箋
注
本
系
統
に
す
っ
か
り
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
こ
の
事
は
そ

の
頃
ア
ン
チ
古
文
辞
派
の
攻
撃
に
遭
っ
て
、
文
運
と
み
に
地
に
墜
ち
た
古
文
辞
学

派
の
消
長
と
無
関
係
で
は
な
い
、
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
注
6
）

こ
の
岡
箋
注
本
に
増
注
し
た
の
が
、
本
稿
が
研
究
の
対
象
と
す
る
佐
々
木
向
陽

か
げ
ひ
ら

て
ん

け
い
ほ

の
「
標
疏
本
」
で
あ
る
。
佐
々
木
向
陽
の
名
は
景
衡
ま
た
は
玷
で
、
字
は
圭
甫
、

な
み
え

通
称
は
並
枝
、
向
陽
と
号
し
た
。
長
崎
の
通
詞
の
家
柄
で
あ
っ
た
勝
木
家
（
一
説

に
直
木
家
）
の
次
男
で
、
家
業
柄
、
幼
少
よ
り
自
ら
朝
鮮
・
中
国
・
オ
ラ
ン
ダ
の

人
々
に
接
し
、
海
外
の
事
情
に
通
じ
て
い
た
と
い
う
。
長
じ
て
か
ら
肥
後
熊
本
に

赴
き
、
二
十
歳
の
頃
に
は
京
摂
・
江
戸
に
遊
び
碩
学
名
家
を
訪
ね
て
学
識
を
博
め

二



た
。
そ
の
後
、
周
防
国
吉
敷
郡
阿
知
須
の
江
口
牛
鳴
の
知
遇
を
得
て
、
こ
の
地
で

郷
党
子
弟
に
文
学
を
教
え
、
ま
た
宇
部
領
主
福
原
氏
の
郷
学
晩
成
堂
（
後
、
菁
莪

堂
、
維
新
館
）
に
講
説
し
た
。
福
原
氏
は
佐
々
木
家
を
継
ぎ
興
さ
せ
て
晩
成
堂
学

頭
に
任
じ
た
。（
注
7
）『
日
本
教
育
史
資
料
』
に
は
「
學
主
佐
々
木
並
枝
ヨ
リ
其
子

貞
介
其
職
ヲ
襲
キ
文
學
ノ
長
タ
リ
シ
」
と
あ
る
。（
注
8
）

明
治
の
外
交
官
青
木
周
蔵

（
一
八
四
四
〜
一
九
一
四
年
）
は
、
薫
陶
を
受
け
た
一
人
で
あ
る
。

江
戸
時
代
、『
蒙
求
』
は
文
義
の
理
解
を
目
的
と
す
る
「
会
読
」
で
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
た
。
約
三
割
の
藩
校
が
使
用
し
、
福
沢
諭
吉
『
旧
藩
情
』
や
『
日
本
教

育
史
資
料
』
の
旧
福
江
・
旧
長
岡
・
旧
府
内
・
旧
狭
山
各
藩
の
資
料
に
拠
れ
ば
、

教
育
課
程
に
お
け
る
位
置
付
け
は
、
素
読
を
終
え
た
中
級
者
の
教
材
で
あ
っ
た
。

明
治
は
欧
化
の
時
代
で
、
日
本
の
文
化
は
大
き
く
変
容
し
た
が
漢
学
は
衰
え
ず
、

『
蒙
求
』
も
東
洋
風
の
教
育
に
戻
る
と
い
う
風
潮
の
中
で
明
治
十
五
年
前
後
に

ブ
ー
ム
が
到
来
し
た
。（
注
9
）

こ
う
し
た
中
で
最
も
流
行
し
た
佐
々
木
向
陽
の
標
疏

本
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
読
者
・
学
習
者
の
需
要
の
傾
向
、

及
び
教
授
者
と
し
て
の
向
陽
の
創
意
・
工
夫
を
知
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ

う
。

二
、
先
行
研
究
に
つ
い
て

標
疏
本
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
ま
ず
、
桂
湖
村
講
述
に
よ
る
「
先
哲
遺
著
追

補
漢
籍
国
字
解
全
書
」
四
十
五
巻
『
蒙
求
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。（
注
10
）

箋
註
蒙
求
校
本
三
巻

岡
白
駒
撰

此
の
書
は
蒙
求
補
註
の
註
釋
な
り
、
舊
刊
本
の
異
同
誤
訛
を
訂
正
し
て
註

し
、
毎
巻
末
に
官
職
考
略
を
附
し
、
官
職
を
解
せ
り
、
註
は
簡
に
し
て
要
を

得
た
り
、
巻
首
に
舊
序
の
外
帝
王
世
系
、
地
圖
、
及
例
引
あ
り
、
寛
政
四
年

の
刊
本
あ
り
、
白
駒
字
は
千
里
、
龍
洲
と
號
す
、
京
都
に
講
説
し
、
蓮
池
侯

の
文
學
と
な
る
、
明
和
四
年
（
二
四
二
七
）
歿
す
、

左
の
書
は
此
の
書
を
増
註
訂
補
せ
る
も
の
に
て
、
此
書
を
讀
む
も
の
、
參
考

す
べ
き
も
の
な
り
、

﹇
マ
マ
﹈

新
増
箋
註
蒙
求
校
本
三
巻
（
嘉
永
二
年
刊
）

平
内
豐
愛
撰

纂
評
箋
註
蒙
求
校
本
三
巻
（
明
治
十
二
年
刊
）

石
川
鴻
齋
撰

標
註
箋
註
蒙
求
校
本
三
巻
（
同

十
五
年
刊
）

鈴
木
義
宗
撰

標
疏
箋
註
蒙
校
本
三
巻

（
同

十
六
年
刊
）

佐
々
木
向
陽
撰

蒙
求
國
字
解
八
巻

土
岐
欽
尹
撰

此
の
書
未
だ
見
ず
、
欽
尹
は
字
を
聖
耕
、
霞
亭
と
號
し
、
宇
野
明
霞
門
人
に

て
、
京
都
に
講
業
せ
り
寛
政
五
年
（
二
四
五
三
）
歿
す
、（
以
下
、
省
略
）

こ
の
解
説
で
は
、「
帝
王
世
系
」
と
中
国
地
図
が
岡
白
駒
の
箋
注
本
に
付
い
て
い

る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
何
れ
の
版
本
か
ら
そ
れ
が
現
れ
る
か
の
言
及
は

無
い
。
ま
た
、
佐
々
木
標
疏
本
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
六
年
刊
分
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
の
言
及
は
無
い
。（
注
11
）

次
に
、
早
川
光
三
郎
『
蒙
求
』
上
巻
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。（
注
12
）

徐
注
に
箋
注
を
施
し
た
岡
箋
注
本
に
至
っ
て
は
、
後
に
そ
の
歴
史
性
を
補
う

意
味
で
、
帝
王
世
系
や
付
図
ま
で
も
挿
入
す
る
標
疏
本
に
発
展
し
て
、
益
々

そ
の
感
を
深
く
し
て
い
る
。

同
書
で
は
「
岡
箋
注
本
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。（
注
13
）

殊
に
佐
々
木
向
陽
が
そ
の
上
に
「
標
疏
」
を
加
え
て
後
、
幕
末
か
ら
明
治
初

期
に
か
け
、
士
民
の
教
科
書
と
し
て
最
も
行
な
わ
れ
た
の
で
、
そ
の
需
要
に

応
ず
べ
く
、
各
書
店
で
競
っ
て
刊
行
し
た
。
今
日
見
ら
れ
る
蒙
求
版
本
で
は

最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
あ
る
。

同
書
で
は
、「
佐
々
木
向
陽
標
疏
本

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
刊
」
に
つ
い
て

三



は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。（
注
14
）

佐
々
木
玷（
向
陽
）が
箋
注
に
増
注
し
た
も
の
で
あ
る
。
巻
首
に
中
国
全
図
・

帝
王
世
系
を
付
け
る
。
以
後
刊
行
の
箋
注
本
に
こ
れ
が
踏
襲
さ
れ
た
。
佐
々

木
標
疏
本
は
非
常
な
世
行
を
見
、
出
版
発
売
の
書
肆
や
刊
行
年
月
が
実
に
多

く
区
々
と
し
て
い
る
。書
肆
名
は
省
く
が
、明
治
四
年
・
明
治
十
三
年
三
月
・

同
年
七
月
・
明
治
十
五
年
五
月
・
同
年
七
月
・
同
年
八
月
・
明
治
十
八
年
等

が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
解
説
で
は
、「
帝
王
世
系
」と
中
国
図
全
が
、
標
疏
本
か
ら
始
ま
り
、
以
降
、

踏
襲
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
説
明
は

無
く
、「
蒙
求
標
疏
例
言
」
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

三
、
標
疏
本
と
「
蒙
求
標
疏
例
言
」

（
1
）
標
疏
本
の
書
誌

本
訳
注
で
は
左
記
の
版
本
を
底
本
と
す
る
。

刊
本
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）、
三
冊
（
上
・
中
・
下
）、
縦
25．3
×
横
17．6
㎝
。

表
紙
左
肩
題
簽
は
「
標
疏
箋
註
蒙
求
校
本
」、
見
返
し
に
は
「
西
播
岡
白
駒
先
生

箋
註
長
州
佐
々
木
向
陽
先
生
標
疏
」「
箋
註
蒙
求
校
本
」「
浪
華
書
肆
文
金
堂
發

兌
」
と
あ
る
。
内
題
「
標
題
徐
状
元
補
注
蒙
求
校
本
」、
外
題
「
標
疏
箋
註
蒙
求

校
本
」、
柱
題
「
箋
註
蒙
求
校
本
」。
巻
上
に
「
薦
二

蒙
求
表
一

」
饒
州
刺
史
李
良
上

表
、
李
華
序
、
子
光
序
、「
帝
王
世
系
」、
中
国
全
図
、「
蒙
求
箋
註
例
引
」
岡
白

駒
識
、「
蒙
求
標
疏
例
言
」
佐
々
木
玷
識
が
あ
る
。
各
巻
末
尾
に
は
「
官
職
考
略
」

を
付
す
。
巻
下
末
尾
に
「
岡
白
駒
箋
註
明
和
四
丁
亥
歳
原
刻
、
同
寛
政
四
壬
子

歳
再
刻
、
同
天
保
三
壬
辰
歳
三
刻
、
同
佐
々
木
向
陽
標
疏
安
政
五
戊
午
歳
四
刻
」

の
記
述
、
及
び
「
九
書
堂
蒙
求
略
書
目
」
が
あ
る
。
四
周
単
辺
有
界
、
単
魚
尾
、

内
匡
郭
20．7
×
15．3
㎝
。
欄
外
注
・
訓
点
・
送
仮
名
付
。
濁
点
無
し
。
筑
紫
女
学
園
大

学
図
書
館
蔵
。

（
2
）
版
本
内
容
の
確
認
（
付
図
の
有
無
と
黒
田
善
「
跋
文
」
の
存
在
）

右
傍
線
部
の
明
和
四
年
初
版
本
（
九
州
大
学
図
書
館
広
瀬
文
庫
蔵
）、
寛
政
四

年
再
版
本
（
九
州
大
学
図
書
館
支
子
文
庫
蔵
）、
天
保
三
年
三
版
本
（
福
岡
県
立

図
書
館
諸
岡
家
文
書
蔵
）
と
本
稿
の
底
本
に
つ
い
て
、
①
「
帝
王
世
系
」
と
②
中

国
全
図
の
有
・
無
と
、
関
連
事
項
（
備
考
）
を
以
下
に
ま
と
め
る
。

○
岡
白
駒
箋
註

明
和
四
丁
亥
歳
（
一
七
六
七
）
原
刻

：
①
無
、
②
無

○
同

寛
政
四
壬
子
歳
（
一
七
九
三
）
再
刻

：
①
無
、
②
無

○
同

天
保
三
壬
辰
歳
（
一
八
三
二
）
三
刻

：
①
無
、
②
無

ぜ

ぜ

〔
備
考
〕
文
政
庚
寅
（
十
三
年
）
十
月
に
記
さ
れ
た
「
膳
所
儒
員
黒
田
善
」

の
「
箋
注
蒙
求
跋
」（
図
版
4
）
を
付
す
。
跋
で
は
標
題
「
落

下
歷
數
」
の
校
訂
を
述
べ
る
。
黒
田
善
（
扶
善
、
一
七
九
二
〜

一
八
五
七
）
は
、
滋
賀
県
膳
所
藩
遵
義
堂
学
頭
で
梁
州
と
号
し

た
。

○
同
佐
々
木
向
陽
標
疏

安
政
五
戊
午
歳
（
一
八
五
八
）
四
刻
：
①
有
、
②
有

〔
備
考
〕
「
蒙
求
標
疏
例
言
」（
図
版
1
）
で
「
落
下
歷
數
」
に
所
見
有
る

こ
と
を
述
べ
、
標
題
の
標
疏
（
図
版
5
）
で
「
膳
所
黒
田
氏
」

記
述
に
対
し
疑
義
を
述
べ
、
後
に
自
身
の
考
え
と
註
解
を
記

す
。

こ
こ
か
ら
、
標
疏
本
が
「
帝
王
世
系
」
と
中
国
全
図
を
初
め
て
付
し
た
こ
と
、
天

保
三
年
版
の
黒
田
善
の
跋
文
を
受
け
、
佐
々
木
向
陽
が「
例
言
」と「
落
下
歷
數
」

標
疏
で
自
説
を
展
開
し
た
可
能
性
が
出
て
来
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

四



（
3
）「
蒙
求
標
疏
例
言
」
訳
注

【
本
稿
の
凡
例
】

1
「
蒙
求
標
疏
例
言
」（
図
版
1
）
に
つ
い
て
、
各
条
ご
と
に
原
文
1
〜
5

と
し
、
書
き
下
し
文
・
通
釈
・
語
釈
を
記
し
、
考
証
に
は
関
連
事
項

を
述
べ
た
。

2

書
き
下
し
文
に
つ
い
て
は
、
原
文
の
訓
は
、
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
し
た
。

3

原
文
に
濁
点
が
な
い
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

4

原
文
に
記
述
さ
れ
て
い
る
合
字（

、

、

）は
、「
コ
ト
」、「
シ
テ
」、

「
ト
モ
」
と
表
記
し
た
。
明
ら
か
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
が
原
文
に
送
り
仮
名

が
無
い
場
合
は
、
そ
れ
を
補
足
し
平
仮
名
で
表
記
し
た
。

ご
と

し

の

な
り

の
み

5

原
文
に
記
述
さ
れ
た「
如
・
使
・
之
・
也
・
耳
」は
、平
仮
名
に
直
し〔

〕

を
付
し
て
表
記
し
た
。

6

原
文
に
記
述
さ
れ
て
い
る
書
名
に
は
『

』
を
、
引
用
文
に
は
「

」
を

用
い
て
表
記
し
た
。

7

原
文
に
は
、
句
点
が
表
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
拠
っ
た
。

8

書
き
下
し
文
の
漢
字
に
つ
い
て
は
常
用
漢
字
に
あ
る
も
の
は
、
原
則
と
し

て
現
在
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。

原
文
1

○

○

一

徐
氏
蒙
求
補
注
有
二

一
文
例
一

焉
引
二

史
ヲ傳

一

者
必
セ載

二

其
ノ人
郷
ヲ貫

一

曰
二

某
ハ字
某

○

ノ某
○
ト

人
一

若
前
後
標
題
中
有
三

収
二‐

ス
ル

入

其
ノ人

父
祖
或
孫

ヲ子
一

○
ハ者則
シ變

二

本
ノ傳
ヲ文

一

○

略
二

其
郷
○
ヲ貫

一

曰
二

某
官
ノ某
子
ハ或
孫
ハ或
祖
ハ或
○
ト父

一

シ如
下

梁
竦
廟
ノ食
ニ注
曰
安
定
烏

○

○

ノ底
人
其
ニ末
曰
追
二‐

ス封
褒
親
愍
○
ニ侯

一

梁
冀
跋
ノ扈
注
乃
曰
二

褒
親
愍
侯
竦
之
曽
○
ト孫

一

○

○

孫
楚
漱
ノ石
ニ注
曰
大
原
中
ノ都
人
其
ニ末
○曰
終
二

馮
翊
太
○
ニ守

一

孫
綽
才
ノ冠
注
乃
曰
二

馮

○

翊
太
守
楚
之

ト子
一

ノ類
上

所
四

以
使
三

一
部
補
注
有
二

脉
絡
一

也
ニ故

今
掲
二‐

シ示
梁
竦
孫

楚
等
標
題
所
ノ在
葉
ヲ數

一

以
ス便

二

捜
○
ニ索

一

引
二

世
説
等
雜
ヲ書

一

○
ハ者

不
レ

在
二

此
○
ニ例

一

書
き
下
し
文

一

徐
氏
の
『
蒙
求
補
注
』
一
文
例
有
り
て
焉
に
史
伝
ヲ
引
く
者
。
必
ず
其
の
人

ノ
郷
貫
ヲ
載
セ
。
某
字
ハ
某
某
ノ
人
ト
曰
ふ
。
若
し
前
後
の
標
題
の
中
に

其
の
人
ノ
父
祖
或
ひ
は
孫
子
ヲ
収
入
ス
ル
コ
ト
有
る
者
ハ
。
則
ち
本
伝
ノ
文

ヲ
変
シ
。
其
の
郷
貫
ヲ
略
シ
テ
。
某
官
某
ノ
子
或
ひ
ハ
孫
。
或
ひ
ハ
祖
或
ひ

ハ
父
ト
曰
ふ
。「
梁
竦
廟
食
」
ノ
注
ニ
曰
は
く
「
安
定
烏
底
ノ
人
」
と
。
其

の
末
ニ
曰
は
く
「
褒
親
愍
侯
ニ
追
封
ス
」
と
。「
梁
冀
跋
扈
」
ノ
注
に
乃
ち

「
褒
親
愍
侯
竦
ノ
曾
孫
」
と
曰
ひ
。「
孫
楚
漱
石
」
ノ
注
ニ
曰
は
く
「
大
原

中
都
ノ
人
」
と
。
其
の
末
ニ
曰
は
く
「
馮
翊
太
守
ニ
終
は
る
」
と
。「
孫
綽

才
冠
」
ノ
注
に
乃
ち
「
馮
翊
太
守
楚
〔
の
〕
子
」
ト
曰
ふ
類
ノ
〔
ご
と
〕
シ
。

一
部
補
注
を
し
て
脉
絡
有
ら
〔
し
〕
む
る
所
以
〔
な
り
〕。
故
ニ
今
「
梁
竦
」

「
孫
楚
」
等
の
標
題
の
所
在
ノ
葉
数
を
掲
示
シ
。
以
て
捜
索
ニ
便
ス
。『
世

説
』
等
の
雑
書
ヲ
引
く
者
ハ
此
の
例
ニ
在
ら
〔
ず
〕。

通
釈

一

徐
子
光
の
『
蒙
求
補
注
』
の
注
文
に
史
伝
を
引
い
て
い
る
も
の
は
、
必
ず
そ

の
人
物
の
本
籍
を
掲
載
し
、
誰
々
、
字
は
何
々
、
ど
こ
そ
こ
の
人
と
述
べ
て

い
る
。
も
し
前
後
の
標
題
の
中
に
そ
の
人
の
父
祖
或
い
は
孫
子
が
収
録
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
本
伝
の
文
章
を
変
更
し
そ
の
本
籍
を
省
略
し
、
何
々
官
・

誰
々
の
子
、
或
い
は
孫
、
或
い
は
祖
、
或
い
は
父
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

例
を
挙
げ
れ
ば
、「
梁
竦
廟
食
」
の
徐
注
に
「
安
定
郡
烏
底
県
の
人
」、
そ
の

最
後
に
「
褒
親
愍
侯
に
追
封
し
た
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、「
梁
冀
跋
扈
」
の

徐
注
に
は
「
褒
親
愍
侯
竦
の
曾
孫
」
と
あ
る
。
ま
た
、「
孫
楚
漱
石
」
の
徐

注
に
は
「
大
原
中
都
の
人
」
と
あ
り
、
そ
の
最
後
に
「
馮
翊
の
太
守
に
終
わ

る
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、「
孫
綽
才
冠
」
の
徐
注
に
「
馮
翊
太
守
楚
の
子
と

五



言
う
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
う
し
た
徐
子
光
の
補
注
に
脉
絡
を
も
た
せ
て

理
解
す
る
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、
今
、（
標
疏
で
は
）「
梁
竦
」「
孫
楚
」

等
の
標
題
が
あ
る
頁
数
を
示
し
、
読
者
が
捜
し
求
め
る
の
に
便
利
な
よ
う
に

記
し
た
。『
世
説
新
語
』
等
の
雑
書
を
引
く
も
の
は
、
こ
の
例
に
は
該
当
し

な
い
。

り
ょ
う
し
ょ
う

語
釈

○
梁
竦
廟
食

後
漢
の
梁
竦
は
、
和
帝
（
在
位
八
十
九
〜
一
〇
五
年
）

り
ょ
う
き

の
時
に
褒
親
愍
侯
に
追
封
さ
れ
た
。
○
梁
冀
跋
扈

梁
竦
の
曾
孫
の
梁
冀
は
、

質
帝
（
在
位
一
四
六
年
）
の
時
、
跋
扈
将
軍
と
称
さ
れ
た
。
標
疏
に
「
梁
竦
廟
食

そ
ん
し
ゃ
く

四
十
五
葉
」
と
あ
る
。
○
孫
綽
才
冠

孫
綽
は
晋
の
孫
楚
の
子
。
博
学
で
文
才

が
あ
り
、
当
代
の
第
一
人
者
と
さ
れ
た
。
標
疏
に
は「
孫
楚
漱
石
既
出
」と
あ
る
。

原
文
2

○

○

○

一

標
題
中
人
名
散
二‐

ス
ル出
前
ノ後
徐
○
ニ注

一

キ少
ハ者
再
三
キ多
ハ者
三
四
十
矣
詳
説
之
ル不

レ

○

憚
レ

○
ヲ煩

毎‐

出
必
言
二

其
ナ字

及
郷

○
ヲ貫

一

新
増
本
隨
而
抄
レ

○
ヲ之

尤
可
レ

フ厭
也

ノ此
類

○

亦
掲
二

其
人
標
題
所
ノ在
葉
ヲ數

一

耳

書
き
下
し
文

一

標
題
中
人
名
。
前
後
ノ
徐
注
ニ
散
出
ス
ル
。
少
キ
者
ハ
再
三
。
多
キ
者
ハ
三

四
十
。『
詳
説
』〔
の
〕
煩
ヲ
憚
ら
〔
ざ
〕
ル
。
毎
出
、
必
ず
其
の
字
ナ
及
び

郷
貫
ヲ
言
ふ
。『
新
増
本
』
随
ひ
て
之
ヲ
抄
す
。
尤
も
厭
フ
〔
べ
〕
き
〔
な

り
〕。
此
ノ
類
も
亦
其
の
人
の
標
題
の
所
在
ノ
葉
数
を
掲
ぐ
る
〔
の
み
〕。

通
釈

一

標
題
中
の
人
名
が
、前
後
の
徐
注
に
散
出
す
る
時
の
回
数
は
、少
い
場
合
は
、

二
・
三
回
、
多
い
時
は
三
・
四
十
回
に
も
な
る
。『
詳
説
』は
煩
を
厭
わ
ず
、

毎
回
、
必
ず
其
の
字
と
本
籍
を
言
う
。『
新
増
本
』
は
そ
れ
に
従
っ
て
こ
れ

を
抄
録
し
て
い
る
。
こ
れ
は
最
も
厭
ふ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。（
標
疏
で
は
）

こ
の
よ
う
な
例
も
ま
た
、
そ
の
人
の
標
題
が
あ
る
頁
数
を
掲
げ
る
だ
け
に
し

た
。

語
釈

○
『
詳
説
』
『
蒙
求
詳
説
』
を
指
す
。
非
岡
箋
注
本
。
天
和
三
年
（
一

う
つ
の
み
や
と
ん
あ
ん

六
八
三
）
刊
。
撰
者
は
宇
都
宮
遯
庵
（
一
六
三
三
〜
一
七
〇
九
年
）。
承
応
三
年

（
一
六
五
四
）
刊
行
の
『
頭
書
蒙
求
』
八
巻
を
殆
ど
吸
収
、
倍
加
し
て
お
り
、
諸

本
と
比
較
し
て
最
も
詳
細
で
あ
る
。『
蒙
求
詳
説
』
を
見
る
と
、
必
ず
し
も
全
て

が
「
毎
出
必
言
其
字
及
郷
貫
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
○
『
新
増
本
』
『
新
増
箋ひら

注
蒙
求
』
を
指
す
。
岡
箋
注
本
系
統
。
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
刊
。
撰
者
は
平

た
と
よ
ち
か

田
豊
愛
。『
新
増
箋
注
蒙
求
』
を
見
る
と
、「
新
増
本
隨
而
抄
之
」
に
該
当
す
る
箇

所
が
散
見
さ
れ
た
。

原
文
3

一

箋
ノ註

疎
○
ナ
ル

漏
王
戎
簡
要
徐
注

ノ目
字
無
レ

○解
リ至

二

於
許
劭
月
旦
徐
注
目

○
ニ字

一

メ嵌
レ

ヲ註
曰
ハ目
題
目
○也
士
衡
患
多
徐
注
ノ藻
字
無
レ

○解
リ至

二

於
岳
湛
連
璧
徐
注
藻
○
ニ字

一
メ嵌

レ

○

ヲ註
曰
文
ヲ辭
ト曰

レ
○
ト藻

如
レ

此
之
類
不
レ

ア
ラ遑

二

枚
○
ニ舉

一

今
皆
シ疏

二

於
初
出
字
○
ニ頭

一

而
箋

註
存
レ

○
ヲ舊

不
二

必
刪
○
セ除

一

書
き
下
し
文

一
『
箋
注
』
ノ
疎
漏
ナ
ル
「
王
戎
簡
要
」
の
徐
注
「
目
」
ノ
字
解
無
し
。「
許
劭

月
旦
」
の
徐
注
「
目
」
の
字
に
至
り
。
注
ヲ
嵌
メ
て
曰
は
く
「
目
ハ
題
目
〔
な

り
〕」
と
。「
士
衡
患
多
」
の
徐
注
「
藻
」
ノ
字
解
無
し
。「
岳
湛
連
璧
」
の

徐
注
「
藻
」
字
に
至
り
。
注
ヲ
嵌
メ
て
曰
は
く
「
文
辞
を
藻
ト
曰
ふ
」
ト
。

此
く
の
〔
ご
と
〕
き
〔
の
〕
類
枚
挙
ニ
遑
ア
ラ
〔
ず
〕。
今
皆
初
出
の
字
頭

ニ
疏
シ
。『
箋
注
』
は
旧
ヲ
存
し
。
必
ず
し
も
刪
除
セ
〔
ず
〕。
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通
釈

一

岡
白
駒
の
『
箋
注
』
の
疎
漏
は
、「
王
戎
簡
要
」
の
徐
注
「
目
」
の
字
に
解

釈
が
無
く
、
ま
た
「
許
劭
月
旦
」
の
徐
注
「
目
」
の
字
に
至
っ
て
注
を
嵌
め

込
み
「
目
は
題
目
の
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

「
士
衡
患
多
」
の
徐
注
「
藻
」
の
字
に
も
解
釈
が
無
く
、「
岳
湛
連
璧
」
の

徐
注
の
「
藻
」
字
に
至
っ
て
注
を
嵌
め
込
み
「
文
辭
を
藻
と
い
う
」
と
あ
る
。

こ
う
し
た
事
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
こ
で
、
今
は
全
て
最
初
に
出

た
字
頭
に
注
を
付
け
る
。『
箋
注
』
は
そ
の
ま
ま
残
し
、
必
ず
し
も
刪
除
し

な
い
。

お
う
じ
ゅ
う

語
釈

○
王
戎
簡
要

王
戎
は
、
要
領
を
得
た
対
応
を
す
る
人
と
評
価
さ
れ

き
ょ
し
ょ
う

た
。
標
題
は
上
巻
の
一
葉
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
○
許
劭
月
旦

許
劭
は
、
毎

月
一
日
に
人
物
評
を
行
っ
た
。
標
題
は
上
巻
の
二
七
葉
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
○

り
く
き

し
こ
う

士
衡
患
多

陸
機
（
字
は
士
衡
）
は
、
患
い
と
す
る
程
に
文
才
が
多
す
ぎ
た
。
標

は
ん
が
く

か
こ
う
た
ん

題
は
上
巻
の
九
葉
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
○
岳
湛
連
璧

潘
岳
と
夏
侯
湛
は
美
男

子
で
連
な
る
玉
の
よ
う
だ
と
称
さ
れ
た
。
標
題
は
上
巻
の
十
六
葉
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。

原
文
4

○

○

○

一

落
下
歷
ノ數
下
所
レ

引
律
歷
ノ志
文
諸
家
無
二

明
解
一

偶
有
二

所‐

見
一

附
記
以
ス質

二

大
方
君

○
ニ子

一

書
き
下
し
文

一
「
落
下
歴
数
」
ノ
下
に
引
く
所
は
「
律
歴
志
」
の
文
。
諸
家
に
明
解
無
し
。

偶
々
所
見
有
り
。
附
記
し
て
以
て
大
方
君
子
ニ
質
ス
。

通
釈

一

標
題
の
「
落
下
歴
数
」
の
下
に
引
く
所
は
、『
漢
書
』「
律
歴
（
暦
）
志
」
の

文
で
あ
る
が
、
諸
家
に
明
ら
か
な
解
釈
が
無
い
。
偶
々
、
所
見
が
あ
り
附
記

し
た
。
大
方
の
君
子
に
そ
の
是
非
を
問
い
た
だ
す
も
の
で
あ
る
。

ら
っ
か

語
釈

○
落
下
歷
數
『
蒙
求
』
の
標
題
。
武
帝
時
の
歴
（
暦
）
数
の
大
家
落
下

こ
う閎
の
物
語
。
改
暦
は
人
心
を
一
新
す
る
政
治
的
手
段
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
武

帝
の
時
は
、
元
封
七
年
を
太
初
元
年
と
改
め
、
暦
元
と
し
て
前
年
（
元
封
七
年
）

の
十
一
月
甲
子
朔
旦
冬
至
を
採
用
し
た
。こ
の
造
暦
は
、権
威
を
確
立
す
る
た
め
、

必
然
的
結
び
つ
き
は
無
い
が
儒
家
的
政
治
思
想
の
基
底
を
な
し
て
い
た
楽
律
と
結

び
つ
け
ら
れ
た
。
以
下
、『
漢
書
』「
律
歴
志
」
を
基
に
し
た
徐
注
〈
原
文
〉
と
〈
通

釈
〉
を
挙
げ
る
。（
注
15
）

ま
た
、
説
明
の
便
宜
上
、
番
号
付
き
の
傍
線
を
付
す
。

〈
徐
注
の
原
文
〉

前
漢
方
士
唐
都
分
天
部
、
巴
郡
落
下
閎
與
焉
。
都
分
天
部
而
閎
運
筭
轉
歷
。

其
法
以
律
起
歷
。
曰

①律
容
一
龠
、

②積
八
十
一
寸
。

③則
一
日
之
分
也
。

④與
長
相

終
。⑤律
長
九
寸
、⑥百
七
十
一
分
而
終
復
。
三

⑦復
而
得
甲
子
。
夫
律
陰
陽
九
六
。

爻
象
所
從
出
也
。
故
黄
鐘
紀
元
氣
。
之
謂
律
。
律
法
也
。
莫
不
取
法
焉
。
贊

曰
。
歷
數
則
唐
都
落
下
閎
。

〈
通
釈
〉

前
漢
の
方
術
の
士
唐
都
は
天
を
分
け
（
二
十
八
宿
を
）
定
め
、
巴
郡
の
落
下

閎
が
協
力
し
た
。
唐
都
は
天
を
分
割
し
、
落
下
閎
は
算
術
を
運
用
し
て
太
初

や
く

の
造
暦
を
行
っ
た
。音
楽
の
十
二
律
の
首
位
に
あ
る
黄
鐘
の
律
管
は
一
龠（
量

の
名
）
の
容
積
で
八
十
一
寸
あ
り
、
一
日
の
長
さ
の
分
母
に
当
た
る
。
律
の

長
さ
（
九
寸
）
と
「
終
（
終
数
）」
の
十
九
（
天
九
と
地
十
）
を
掛
け
る
（
と

百
七
十
一
と
な
る
）。
律
の
長
さ
九
寸
に
百
七
十
一
を
掛
け
る
と
（
一
千
五

百
三
十
九
年
で
、
太
初
暦
は
一
年
を
三
百
六
十
五
日
と
一
千
五
百
三
十
九
分
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の
三
百
八
十
五
日
と
考
え
る
た
め
日
の
端
数
が
無
く
な
り
、
季
節
・
月
相
は

同
日
同
時
刻
に
）
復
帰
す
る
。
こ
れ
を
三
度
繰
り
返
せ
ば
（
四
千
六
百
十
七

年
、
日
数
は
一
六
八
六
三
六
〇
で
六
〇
の
倍
数
）、
甲
子
と
な
る
（
日
の
干

支
も
始
め
と
同
一
）。
そ
も
そ
も
律
は
、
陰
陽
と
そ
の
展
開
と
し
て
の
九
・

こ
う

六
の
爻
と
象
が
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
黄
鐘
が
万
物
の
始
元
の
気

を
統
制
す
る
こ
と
を
律
と
い
う
。
律
は
基
準
で
、
す
べ
て
こ
れ
に
則
ら
な
く

て
は
な
ら
な
い
。最
後
の
賛
に
、歴
数
の
大
家
は
唐
都
と
落
下
閎
と
述
べ
る
。

考
証
1

図
版
5
「
落
下
歷
數
」
標
疏
の
第
一
〜
三
行
目
に
は
、
例
言
の
「
偶

有
所
見
附
記
」
に
呼
応
す
る
記
述
が
あ
る
。
次
に
〈
原
文
〉
と
〈
通
釈
〉
を
記
す
。

〈「
落
下
歷
數
」
標
疏
の
原
文
〉

○

○

○

落
下
氏
轉
歷
之
法
班
史
之
文
簡
奥
後
世
起
二

大
疑
○
ヲ獄

一

ロ近
膳
所
黒
田
氏
倒
二

シ置

與
レ

長
相
終
二
○
ヲ句

一

加
二

小
終
大
終
之
○
ヲ文

一

以
成
二

其
ヲ義

一

然
原
文
錯
脱
至
レ

於
レ

○

○

如
レ

此
亦
可
レ

疑
焉
今
就
二

律
歷
志
ニ中

一

摘
下

可
レ

備
二

參
ニ考

一
○
ヲ者

上

ス列
レ

○
ニ左

〈
通
釈
〉

落
下
氏
「
転
歴
」
の
法
に
つ
い
て
、
班
固
『
漢
書
』
の
文
は
簡
潔
で
奥
深
く
、

後
世
、複
雑
で
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
情
況
を
引
き
起
こ
し
た
。近
頃
は
、

膳
所
の
黒
田
氏
が（「
律
歴
志
」の
）「
與
レ

長
相
終
」の
二
句
を
倒
置
し
て
、

（「
律
歴
志
」
で
後
に
出
て
く
る
「
九
章
歲
為
百
七
十
一
歲
、
而
九
道
小
終
。

九
終
千
五
百
三
十
九
歲
而
大
終
。
三
終
而
與
元
終
。」
の
）「
小
終
大
終
」
の

文
を
加
へ
解
説
し
て
い
る
が
、
原
文
が
錯
脱
し
て
お
り
、
疑
問
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
今
、「
律
歴
志
」
の
参
考
と
す
る
べ
き
箇
所
を
摘
録
し
て
示
す
。

考
証
2

図
版
5
第
八
行
目
に
も
「
黒
田
氏
」
へ
の
批
判
が
あ
る
。
即
ち
、『
易

経
』
の
「
中略

セ
テ
拜
二

天
ノ地
終
ヲ數

一

爲
二

十
ト九

一

」（
中略

天
数
の
終
わ
り
の
九
と
、
地
数
の

終
わ
り
の
十
を
合
わ
せ
る
と
十
九
に
な
る
）
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。（
注
15
）

〈「
落
下
歷
數
」
標
疏
の
原
文
〉

ハ天
終
レ

於
レ

ニ九
ハ地

終
レ

於
レ

ニ十
黒
田
氏
所
レ

引
、
小
終
大
終
者
、
九
道
運
行
之
名
、

與
レ

此
自
別
、
且
與
レ

長
相
終
之
終
、
爲
二

算
法
乗

ノ字
ト義

一

、
不
レ

穩
、

〈
通
釈
〉

天
は
「
九
」
に
終
わ
り
「
地
」
は
「
十
」
に
終
わ
る
。（「
終
数
」
は
こ
れ
ら

を
合
わ
せ
た
十
九
）
し
か
し
、
黒
田
氏
が
引
用
す
る
「
小
終
大
終
」
は
九
道

（
月
を
東
西
南
北
に
分
け
た
青
道
二
・
白
道
二
・
赤
道
二
・
黒
道
二
に
黄
道

を
加
え
た
も
の
）
運
行
の
名
で
あ
り
、
こ
れ
（
終
数
）
と
は
自
ず
と
別
の
も

の
で
あ
る
。
加
え
て
「
與
長
相
終
」
の
「
終
」
を
算
術
の
「
乗
」
の
字
の
意

味
と
す
る
の
は
、
道
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
。

考
証
3

こ
の
よ
う
に
「
黒
田
氏
」
の
説
と
し
て
標
疏
で
批
判
さ
れ
て
い
る
内

容
を
、
天
保
三
年
の
三
刊
の
箋
注
本
に
付
さ
れ
た
文
政
十
三
年
記
黒
田
善
の
「
箋

注
蒙
求
跋
」（
図
版
4
）
と
比
較
し
た
所
、
一
致
す
る
所
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
こ

で
、
次
に
跋
文
を
見
て
い
く
。〈
原
文
〉〈
書
き
下
し
文
〉〈
通
釈
〉
を
記
し
た
。

ま
た
、〈
原
文
〉
に
付
し
た
番
号
付
き
の
傍
線
・
二
重
傍
線
を
、
前
述
の
「
落
下

歷
數
」〈
徐
注
の
原
文
〉
と
比
較
す
る
と
、
徐
注
が
①
↓
②
↓
③
↓
④
↓
⑤
の
順

で
あ
る
の
に
対
し
、
黒
田
の
跋
は
①
↓
④
↓
⑤
↓
②
↓
③
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

○

は
考
証
1
の
標
疏
「
黒
田
氏
倒
二

シ置
與
レ

長
相
終
二
○
ヲ句

一

」
と
一
致
し
て
い
る
。

ま
た
、
二
重
傍
線
部
分
は
、
考
証
1
の
標
疏
「
加
二

小
終
大
終
之
○
ヲ文

一

以
成
二

其

ヲ義
一

」、
及
び
考
証
2
で
挙
げ
た
標
疏
が
指
摘
す
る
「
黒
田
氏
」
の
説
と
一
致
す

る
。〈「

箋
注
蒙
求
跋
」
の
原
文
〉
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曩
者
、
岡
千
里
著
此
書
。
其
解
簡
要
、
有
益
初
學
。
梓
既
漫
漶
、
書
肆
風
月

堂
再
刊
之
、
乞
余
校
訂
。
因
按
「
落
下
暦
數
」、『
漢
志
』
之
文
不
可
解
。
盖

有
脱
誤
。
以
篇
内
下
文
推
之
、
宜
言「

①律
容
一
龠
、

④與
長
相
終
、

⑤律
長
九
寸
、

②積
八
十
一
寸
、

③則
一
日
之
分
也
。
九
章

⑥百
七
十
一
歳
、
而
小
終
、
九
終
千
五

百
三
十
九
歳
而
大
終
、
三
終
而

⑦復
得
甲
子
、
為
暦
元
。」
如
此
、
則
義
通
。

姑
録
之
、
以
質
識
者
。

文
政
庚
寅
十
月

膳
所
儒
員

黒
田
善
識

〈
書
き
下
し
文
〉

さ
き
に

曩
者
岡
千
里
、
此
の
書
を
著
す
。
其
の
解
簡
要
に
し
て
、
益
初
学
に
有

ま
ん
く
わ
ん

り
。
梓
す
る
こ
と
既
に
漫
漶
な
れ
ど
も
、
書
肆
風
月
堂
、
之
を
再
刊
し
、

余
に
校
訂
を
乞
ふ
。
因
り
て
「
落
下
暦
数
」
を
按
ず
る
に
、『
漢
志
』
の
文

不
可
解
な
り
。
盖
し
脱
誤
有
り
。
篇
内
の
下
文
を
以
て
之
を
推
す
に
、
宜
し

く
「
律
容
一
龠
、
長
と
相
終
す
、
律
長
九
寸
、
積
は
八
十
一
寸
。
則
ち
一
日

の
分
な
り
。
九
章
百
七
十
一
歳
は
小
終
、
九
終
は
千
五
百
三
十
九
歳
に
し
て

大
終
、
三
終
は
復
、
甲
子
を
得
て
暦
の
元
為
り
」
と
言
ふ
べ
し
。
此
く
の
如

し
ば
ら

く
ん
ば
則
ち
義
通
ず
。
姑
く
之
を
録
し
以
て
識
者
に
質
す
。

文
政
庚
寅
（
十
三
年
）
十
月

膳
所
儒
員

黒
田
善
識

〈
通
釈
〉

先
に
岡
千
里
（
白
駒
）
が
こ
の
書
を
著
し
た
が
、
そ
の
解
釈
は
簡
要
で
初
学

者
に
役
立
っ
た
。
多
く
出
版
さ
れ
既
に
把
握
し
き
れ
な
い
程
で
あ
る
が
、
書

店
の
風
月
堂
が
再
刊
す
る
こ
と
に
な
り
、
私
に
校
訂
を
依
頼
し
た
。
そ
う
い

う
わ
け
で
標
題
「
落
下
暦
数
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
『
漢
書
』
の
文
章
が
不

可
解
で
、
脱
誤
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
後
方
の
文
章
か
ら
推
し
量
る
と
、「
律

の
容
は
一
龠
、
そ
の
長
さ
を
終
（
自
乗
）
す
る
と
、
律
の
長
さ
は
九
寸
で
、

積
は
八
十
一
寸
に
な
る
。
こ
れ
は
即
ち
一
日
の
長
さ
の
分
母
に
当
た
る
。
九

章
（
一
章
は
十
九
歳
）
の
年
数
は
百
七
十
一
年
で
（
九
道
は
短
い
周
期
を
終

え
、
こ
れ
を
）
小
終
と
い
う
。
九
た
び
小
終
を
繰
り
返
す
と
（
一
千
五
百
三

十
九
年
で
、
大
周
期
が
完
了
す
る
）
大
終
と
な
る
。
三
た
び
大
終
を
繰
り
返

す
と
、
復
帰
し
（
一
元
の
周
期
四
千
六
百
十
七
年
と
な
り
）
甲
子
を
得
て
暦

の
元
に
戻
る
」
と
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
意
味
が
通
じ

る
。
試
み
に
こ
れ
を
記
録
し
、
識
者
の
方
々
に
そ
の
是
非
を
問
う
こ
と
と
す

る
。文

政
庚
寅
（
十
三
年
、
天
保
元
年
、
一
八
三
〇
）
十
月

膳
所
藩

儒
員

黒
田
善
（
梁
州
）
識

い
か
い
け
い
し
ょ

考
証
4

実
は
、
こ
の
跋
文
と
一
致
す
る
記
述
が
京
都
大
学
所
蔵
の
猪
飼
敬
所

（
一
七
六
一
〜
一
八
四
五
年
）撰
・
黒
田
梁
州
写「
蒙
求
巻
中
落
下
歴
數
律
寸
考
」

（
図
版
6
）
に
あ
る
。（
注
16
）

黒
田
は
京
都
で
猪
飼
敬
所
の
門
に
学
ん
だ
経
歴
が
あ

よ
し
ひ
ろ

る
。
猪
飼
敬
所
は
名
を
彦
博
と
言
い
、
図
版
6
は「
博
按
」か
ら
始
ま
る
。
ま
た
、

第
六
行
目
の
「
終
」
の
横
に
は
小
さ
な
文
字
で
「
自
乗
」
と
書
き
添
え
て
あ
る
。

原
文
5

○

○

一

諸
本
異
同
詳
略
無
三

關
二‐

係
於
文
ニ義

一

者
大
概
不
レ

○
セ疏

以
丁

龍
洲
例
引
ヲ曰

丙

据
二

○

本
ニ書

一

是
乙‐

ス
ト正

誤
謬
譌

ヲ舛
甲

也

書
き
下
し
文

一

諸
本
の
異
同
詳
略
。
文
義
ニ
関
係
無
き
者
。
大
概
疏
セ
〔
ず
〕。
竜
洲
の
「
例

引
」
に
「
本
書
ニ
据
り
誤
謬
譌
舛
ヲ
是
正
ス
」
ト
曰
ふ
ヲ
以
て
〔
な
り
〕。

九



通
釈

一

諸
本
の
異
同
の
詳
略
は
、
文
義
に
関
係
が
無
い
も
の
は
、
大
概
、
注
を
施
さ

な
か
っ
た
。
竜
洲
（
岡
白
駒
の
号
）
の
例
引
に
、「
本
書
に
据
り
誤
謬
譌
舛

を
是
正
す
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

四
、「
帝
王
世
系
」
と
中
国
全
図

（
1
）「
帝
王
世
系
」（
図
版
2
）

こ
の
付
図
は
、読
者
に
対
し
て
徐
注
に
出
て
く
る
各
時
代
と
帝
王（
姓
を
含
む
）

の
確
認
に
便
宜
を
供
す
る
。
例
え
ば
、「
呂
望
非
熊
」
に
出
て
く
る
周
の
「
文
王
」

を
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
採
録
す
る
時
代
は
三
皇
か
ら
清
ま
で
で
、
こ
の
こ
と

は
、
江
戸
・
明
治
期
の
『
蒙
求
』
読
者
に
と
っ
て
、
中
国
と
い
う
国
の
在
り
方
や

当
時
の
現
代
史
に
通
じ
る
学
び
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

（
2
）
中
国
全
図
（
図
版
3
）
説
明
文
の
訳
注
と
地
名
の
考
察

【
本
稿
の
凡
例
】

1

標
疏
本
「
例
言
」
の
凡
例
に
準
じ
て
、
中
国
全
図
の
解
説
（
本
稿
の
図
版
3

で
は
左
上
の
文
）
の
原
文
・
書
き
下
し
文
・
通
釈
・
考
証
を
記
し

た
。
但
し
、
こ
の
原
文
は
句
読
点
を
含
ん
で
い
な
い
た
め
、
そ
れ
を
補
っ
た
。

2

地
名
の
後
に
付
け
た
「
Ｂ
」
は
地
図
上
段
の
左
側
、「
Ｄ
」
は
下
段
の
左
側

に
位
置
す
る
。
地
名
の
確
認
に
は
『
標
疏
箋
注
蒙
求
校
本
』
明
治
十
三
年
刊
本

も
参
照
し
た
。

原
文

蒙
求
ノ所

レ

載
地
名
シ圖

二

其
遠
近
方
ヲ位

一

以
ス供

二

初
學
便
ニ覧

一

ノ縣
名
邑
名
大
抵
ス畧

レ

ヲ之

秦
前
漢
後
所
二

指
ク
ル名

一

ル不
レ

カ
ラ同

者
兩
出

書
き
下
し
文

『
蒙
求
』
載
す
所
ノ
地
名
、
其
の
遠
近
方
位
を
図
シ
、
以
て
初
学
便
覧
ニ
供

ス
。
県
ノ
名
・
邑
名
、
大
抵
、
之
ヲ
略
ス
。
秦
前
漢
の
後
、
指
し
名
づ
ク
ル

所
、
同
じ
カ
ラ
〔
ざ
〕
ル
者
ハ
両
出
。

通
釈『

蒙
求
』（
徐
注
）
に
掲
載
さ
れ
た
地
名
の
遠
近
や
方
位
を
描
き
、
初
学
者
に

利
便
を
提
供
す
る
。
県
名
や
邑
名
は
概
ね
省
略
し
た
。
秦
・
前
漢
以
降
に
名

称
が
変
更
し
た
地
名
は
、
両
方
を
書
き
出
し
た
。

考
証

中
国
全
図
と
徐
注
・
箋
注
・
標
疏
に
あ
る
地
名
と
付
き
合
わ
せ
て
調
査

し
た
所
、
中
国
全
図
に
は
、
①
徐
注
の
人
物
の
出
身
地
（
郷
貫
）
や
物
語
り
展
開

で
出
て
き
た
地
名
、②
標
題
に
関
す
る
説
明
、③
標
疏
が
増
注
し
た
地
名
の
説
明
、

④
掲
載
意
図
が
不
明
な
地
名
（
調
査
継
続
中
）
等
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
安
政
四
年

（
一
八
五
七
年
）
刊
の
長
久
保
赤
水
（
一
七
一
七
〜
一
八
〇
一
年
）『
唐
土
歴
代

州
郡
沿
革
図
』と
一
致
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。（
注
17
）

以
下
、
②
③
の
例
を
挙
げ
る
。

②
標
題
「
伏
波
標
柱
」（
伏
波
将
軍
の
馬
援
が
交
趾
Ｄ
に
至
り
銅
の
柱
を
立
て
漢

の
領
地
と
し
た
話
）
に
関
す
る
説
明
「
馬
援
立
銅
柱
Ｄ
」、
標
題
「
充
國
自
贊
」

（
趙
充
国
が
西
戎
討
伐
の
将
軍
に
立
候
補
す
る
話
）
に
関
す
る
説
明
「
趙
充
国

屯
田
処
Ｂ
」
が
あ
る
。
こ
の
記
述
は
『
唐
土
歴
代
州
郡
沿
革
図
』
に
も
あ
る
。

③
標
題
「
亮
遺
巾
幗
」
に
関
す
る
標
疏
「
斜
谷
Ｂ
」
が
あ
る
。
こ
の
標
題
は
諸
葛

孔
明
が
戦
い
に
応
じ
な
い
司
馬
仲
達
に
女
性
の
巾
幗
を
送
り
挑
発
し
よ
う
と
し

た
話
で
、
徐
注
に
「
諸
葛
亮
帥
衆
十
餘
萬
、
壘
于
郿
之
渭
水
南
原
」（
諸
葛
亮

一
〇



が
軍
隊
十
四
万
を
率
い
、
魏
を
討
つ
た
め
郿
の
渭
水
の
南
原
に
砦
を
構
え
た
）

と
あ
り
、
標
疏
に
は
「
出
二

斜
谷
一

壘
二

南
原
一

」
と
あ
る
。

お
わ
り
に

標
疏
本
は
、
関
連
あ
る
標
題
の
徐
注
に
脈
絡
が
あ
る
こ
と
の
確
認
、
標
題
検
索

の
利
便
性
へ
の
配
慮
、
箋
注
の
疎
漏
の
補
足
、
膳
所
藩
黒
田
善
（
梁
州
）
に
よ
る

「
落
下
歷
數
」
徐
注
校
訂
へ
の
批
判
等
を
意
図
し
て
作
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

「
帝
王
世
系
」
に
よ
り
伝
説
時
代
か
ら
清
ま
で
の
歴
史
的
な
時
間
概
念
を
、
中
国

全
図
に
よ
り
徐
注
や
標
疏
に
出
て
く
る
地
名
の
地
理
的
な
空
間
概
念
を
、
当
時
の

『
蒙
求
』
学
習
に
組
み
入
れ
た
。
な
お
、
①
「
落
下
歷
數
」
の
標
疏
に
続
く
「
註

解
」
の
訳
注
、
②
天
保
三
年
刊
の
岡
箋
注
本
に
付
さ
れ
た
黒
田
善
の
跋
文
と
猪
飼

敬
所
撰
・
黒
田
梁
州
写
「
蒙
求
巻
中
落
下
歴
數
律
寸
考
」
と
の
関
係
、
③
中
国
全

図
の
詳
細
な
調
査
報
告
と
長
久
保
赤
水
『
唐
土
歴
代
州
郡
沿
革
図
』
等
当
時
の
中

国
地
図
類
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、今
後
、稿
を
改
め
て
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

注

1

例
え
ば
、
①
高
等
学
校
改
訂
版
『
新
編
国
語
総
合
』（
平
成
二
十
五
年
、
第
一
学

習
社
）
が
「
両
頭
蛇
（
蒙
求
）」
を
、
新
学
習
指
導
要
領
対
応
の
『
高
等
学
校
古
典

Ｂ
』（
明
治
書
院http://w

w
w
.m
eijishoin.co.jp/book/b110070.htm

l

）
が
「
蛍

雪
之
功
（
蒙
求
）」、「
中
石
没
矢
（
蒙
求
）」、「
青
眼
白
眼
（
蒙
求
）」
を
採
録
し
て

い
る
。
②
大
学
入
試
の
頻
出
度
は
、『
平
成
二
〇
〜
二
十
二
年

古
文
・
漢
文
問
題

総
覧
』（
明
治
書
院
）
に
よ
る
と
「
韓
非
子
（
法
家
類
）」
7
題
・「
蒙
求
（
類
書
類
）」

6
題
と
二
番
目
に
多
い
。
③
日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会
編
『
漢
検
四
字
熟
語
辞
典
』

（
平
成
二
十
四
年
）
に
は
『
蒙
求
』
を
出
典
と
し
た
「
孫
康
映
雪
」（
5
級
）・「
梁

冀
跋
扈
」（
1
級
）
等
多
数
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。

2

早
川
光
三
郎
『
蒙
求
』
上
巻
（
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
二
年
）、
九
十
五
頁
、
六

十
三
〜
六
十
九
頁

。『
実
隆
公
記
』
巻
四
上
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
三
十

六
年
）
二
六
六
頁
。
徳
田
武
『
近
世
近
代
小
説
と
中
国
白
話
文
学
』（
汲
古
書
院
、

平
成
十
六
年
）、
二
十
一
〜
二
十
二
頁
。
相
田
満「
幕
末
・
明
治
期
の「
蒙
求
」」（『
国

際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
第
18
回
』、国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
組
織
委
員
会
・

国
文
学
研
究
資
料
館
編
、
平
成
七
年
）、
一
一
七
頁
。『
蒙
求
』
に
つ
い
て
、
静
永
健

『
漢
籍
伝
来
ー
白
楽
天
の
詩
歌
と
日
本
ー
』（
勉
誠
出
版
、
平
成
二
十
二
年
）
七
十

一
〜
七
十
二
頁
に
、
平
安
時
代
の
勧
学
院
で
中
国
音
で
読
誦
さ
れ
て
い
た
現
象
、
そ

の
背
景
の
解
説
が
あ
る
。

3

山
岸
徳
平
『
近
世
漢
文
学
史
』（
汲
古
書
院
、
昭
和
六
十
二
年
）、
一
九
六
頁
。

4

注
3
に
同
じ
。
六
十
五
頁
。

5

源
了
圓
・
前
田
勉
校
注

東
洋
文
庫
5
7
4

『
先
哲
叢
談
』（
平
凡
社
、
平
成

六
年
）、
三
六
八
〜
三
七
〇
頁
。

6

注
2
の
早
川
光
三
郎
『
蒙
求
』。
六
十
六
頁
。

7

三
井
誠
之
進
『
佐
々
木
向
陽
先
生
傳
』（
大
正
三
年
七
月
十
日
寄
贈
、
山
口
県
立

図
書
館
蔵
）、『
復
刻
宇
部
先
輩
列
伝
』（『
大
宇
部
』
第
八
号
、
昭
和
十
二
年
十
二
月

十
日
記
、
平
成
三
年
、
宇
部
地
方
史
研
究
会
）四
十
八
〜
四
十
九
頁
、
阿
知
須
町『
阿

知
須
町
郷
土
誌
』（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
、
昭
和
十
六
年
）
一
三
二

〜
一
三
八
頁
、
江
口
茂
一
兵
衛
「
佐
々
木
向
陽
」（『
宇
部
地
方
史
研
究
』
五
号
、
宇

部
地
方
史
研
究
会
、
昭
和
四
十
七
年
）、
五
十
七
〜
五
十
八
頁
等
を
参
照
。

8
『
日
本
教
育
史
資
料
』
参
（
文
部
省
御
藏
版
、
明
治
二
十
三
年
出
版
、
三
十
六
年

再
版
発
行
）、
四
七
〇
頁
。
ま
た
、
笠
井
助
治
『
近
世
藩
校
に
於
け
る
学
統
学
派
の

研
究
』
下
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
五
年
）、
一
三
一
四
〜
一
三
一
五
頁
に
は
、

向
陽
は
、
時
習
館
教
授
辛
島
塩
井
の
門
に
入
っ
て
朱
子
学
を
研
修
し
た
と
あ
る
。

9

古
田
東
朔「
江
戸
期
漢
学
学
習
方
法
覚
書
―「
初
学
課
業
次
第
」を
め
ぐ
っ
て
―
」

（
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
『
国
語
科
教
育
』
第
三
号
、
昭
和
三
十
一
年
）
四
十
三

頁
。
注
2
の
相
田
論
文
、
一
一
七
〜
一
二
一
頁
。
注
6
に
同
じ
、
一
〇
五
頁
。

10

早
稲
田
大
学
出
版
部
、
大
正
六
年
、
十
三
頁
。
紀
年
法
は
、
皇
紀
。

11

注
2
の
相
田
論
文
一
二
二
〜
一
二
五
頁
の
資
料
12
「
蒙
求
・
蒙
求
型
類
書
一
覧
」

に
は
、
文
化
年
間
以
降
、
明
治
期
ま
で
に
輩
出
し
た
『
蒙
求
』
と
異
種
『
蒙
求
』
の

書
目
を
、
成
立
の
年
記
の
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
紹
介
し
て
い
る
。
本
稿
左

記
表
で
は
、
そ
の
中
か
ら
岡
箋
注
本
系
統
を
抜
粋
、
漢
籍
国
字
解
『
蒙
求
』
が
挙
げ

た
と
思
わ
れ
る
分
に
※
印
を
付
し
た
。
明
治
十
六
年
刊
分
は
該
当
年
の
も
の
を

一
一



天
保
三

『
箋
注
蒙
求
校
本
』
三
巻

岡
白
駒

※
嘉
永
二

『
新
増
箋
注
蒙
求
』
三
巻

平
田
豊
愛

安
政
五

『
箋
注
蒙
求
校
本
』
三
巻

岡
白
駒
・
佐
々
木
向
陽

明
治
三

『
校
訂
箋
注
蒙
求
校
本
』
三
巻

岡
白
駒
・
東
固
碩

明
治
四

『
箋
注
蒙
求
読
本
』
三
巻

岡
白
駒

明
治
四

『
箋
注
蒙
求
校
本
』
三
巻

岡
白
駒
・
佐
々
木
向
陽

※
明
治
十
二
『
纂
評
箋
注
蒙
求
校
本
』
三
巻

石
川
鴻
齋

明
治
十
三
『
標
疏
箋
注
蒙
求
校
本
』
三
巻

岡
白
駒
・
佐
々
木
向
陽

明
治
十
五
『
箋
注
蒙
求
校
本
』
三
巻

岡
白
駒
・
佐
々
木
向
陽

※
明
治
十
五
『
鰲
頭
箋
注
蒙
求
校
本
』
三
巻

鈴
木
義
宗
・
増
田
貢

※
明
治
十
六
『
標
疏
増
訂
箋
注
蒙
求
校
本
』
三
巻

岡
白
駒
・
佐
々
木
向
陽
・

佐
々
木
貞
介

明
治
十
七
『
標
疏
箋
注
蒙
求
校
本
』
三
巻

岡
白
駒
・
佐
々
木
向
陽

明
治
十
八
『
標
疏
箋
注
蒙
求
校
本
』
三
巻

岡
白
駒
・
佐
々
木
向
陽

明
治
十
八
『
箋
注
蒙
求
校
本
』
三
巻

岡
白
駒
・
佐
々
木
向
陽

チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。

12

注
6
に
同
じ
。
三
十
六
頁
。

13

注
6
に
同
じ
。
六
十
八
〜
六
十
九
頁
。

14

注
6
に
同
じ
。
六
十
九
頁
。

15

語
釈
・
通
釈
に
際
し
て
は
、
能
田
忠
亮
・
藪
内
清
『
漢
書
律
暦
志
の
研
究
』（
全

国
書
房
、
昭
和
二
十
二
年
）、
藪
内
清
『
世
界
の
名
著
続
1

中
国
の
科
学
』（
中
央

公
論
社
、
昭
和
五
十
年
）、
川
原
秀
城『
中
国
の
科
学
思
想
』（
創
文
社
、
平
成
八
年
）

等
を
参
照
。

16
『
文
武
受
命
克
殷
年
歴
考
・
橘
園
文
題
・
漢
初
長
暦
・
律
呂
正
義
質
疑
・
河
図
洛

書
考
・
蒙
求
巻
中
落
下
歴
數
律
寸
考
・
虞
書
弃
称
官
后
書
・
漢
貴
右
非
戦
國
時
俗

辨
』
合
綴
一
冊
。『
黒
田
麹
廬
関
係
資
料
目
録
』（
平
成
四
年
）
四
、
九
頁
参
照
。

17

早
稲
田
大
学
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
参
照
。

謝
辞

本
稿
執
筆
に
当
た
っ
て
、九
州
大
学
名
誉
教
授
の
町
田
三
郎
先
生
よ
り
、多
く
の

貴
重
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
、
京
都
大
学
図
書
館
よ
り
貴
重
図
書
の
本
稿

へ
の
図
版
の
掲
載
を
許
可
し
て
頂
き
ま
し
た
。こ
こ
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

図
版
1

佐
々
木
向
陽
「
蒙
求
標
疏
例
言
」

一
二



図
版
2
「
帝
王
世
系
」（
伝
説
時
代
か
ら
後
漢
に
至
る
分
）

（
き
り
し
ま

か
お
る
こ：

日
本
語
・
日
本
文
学
科

教
授
）

図版4 黒田善「箋注蒙求跋」（福岡県立図書館諸岡家文書）

図版3 中国全図
（本稿では90回転させている）

図版6 「蒙求巻中落下
歴數律寸考」（京都大
学図書館所蔵）

図版5 標題「落下歷數」
の標疏（第一行目、八行目に
「黒田氏」とある）
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